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1.事前理解

マイナ保険証の利⽤登録は、転職‧退職による保険者変更があっても原則として再登録不要であるこ
とを確認した
- 補⾜：加⼊‧喪失の⼿続きは別途必要

保険切替後、資格情報の反映が「即⽇ではない」前提を確認した
- 補⾜：反映までの⽬安は保険種別‧処理状況で変動する（⾃治体例では約1週間、⼀般論として10⽇
前後とされる情報あり）

注意事項チェック



2.健康保険の切替⼿続きの確実化

退職〜⼊社の間に無保険期間が発⽣しないよう、退職⽇‧⼊社⽇を確定した

転職先がある場合、転職先での健康保険「資格取得」⼿続きが⾏われる前提を確認し、提出物の有無
を整理した

注意事項チェック

退職後に空⽩期間がある場合、国⺠健康保険への加⼊が必要かを判断し、⼿続きを実施した
- 補⾜：未加⼊のまま受診すると全額⾃⼰負担になり得る

個⼈事業主‧フリーランスへ移⾏する場合、国⺠健康保険への加⼊が必要かを判断し、⼿続きを実施
した



3.電⼦証明書の有効期限チェック

利⽤者証明⽤電⼦証明書の有効期限を確認した
- 補⾜：期限切れでも「期限満了⽉の⽉末から3か⽉後の⽉末まで」は健康保険証として利⽤可能（た
だし3か⽉を超えると利⽤不可）

注意事項チェック

有効期限が近い場合、市区町村窓⼝で更新⼿続きを⾏う段取りを決めた
- 補⾜：通知がなくても有効期限の3か⽉前から更新できる



4.受診前の持ち物と代替⼿段の準備

医療機関で資格確認ができない場合に備え、次の代替⼿段を準備した
- 補⾜：マイナポータルの資格情報画⾯の提⽰、資格情報PDFの提⽰など

注意事項チェック

マイナ保険証を使わない∕使えない可能性がある場合に備え、資格確認書の扱いを理解した
- 補⾜：資格確認書により受診可能



5.反映されない原因の切り分け

前職側の資格喪失処理が未完了の可能性を疑い、前職の保険者（健保組合など）へ確認する⽅針を
決めた

注意事項チェック

新職側の資格取得処理が未完了の可能性を疑い、勤務先の担当部署へ確認する⽅針を決めた

電⼦証明書の期限切れ∕期限超過（3か⽉超）が原因になっていないか確認した
- 補⾜：3か⽉超過で利⽤不可



6.マイナポータルでの確認

マイナポータルで「保険証等の被保険者資格に係る情報」を確認した
- 補⾜：システム稼働時間やメンテナンスの影響で取得できない場合がある

注意事項チェック

旧情報のままの場合、切替⼿続き⽇‧⼊社⽇（加⼊⽇）からの経過⽇数を記録し、更新待ちか遅延か
を判断できる状態にした



7.医療機関の窓⼝で「使えない」と出た場合の対応

窓⼝でオンライン資格確認ができない場合、「被保険者資格申⽴書」の記⼊が求められる可能性を
理解した
- 補⾜：転職等でデータ登録中、機器トラブルなどが例⽰されている

注意事項チェック

被保険者番号などが分かり次第、受診した医療機関へ必ず伝える⽅針を決めた
- 補⾜：申⽴書の説明に明記

やむを得ず全額を⽴替えた場合、療養費として払い戻し請求の対象になり得る点を確認した
- 補⾜：全額ではなく、保険診療における⾃⼰負担分を差し引いた額が返還される



8.相談‧エスカレーション

不明点が残る場合、勤務先（⼈事労務）または加⼊先保険者へ相談するルートを確保した

注意事項チェック

受診トラブルが繰り返す場合、医療機関側の資格確認⼿順（窓⼝対応）に沿って再提⽰‧再確認する
⽅針を決めた
- 補⾜：窓⼝での資格確認⽅法が整理されている



チェック漏れ防⽌のための注意事項

切替後の反映は即⽇ではないため、受診予定がある場合は「代替⼿段の準備」を先に⾏う

電⼦証明書の期限切れは3か⽉を超えると利⽤不可となるため、有効期限の確認を省略しない

注意事項チェック

窓⼝で資格確認ができない場合でも、申⽴書対応などにより本来の負担割合での取扱いが可能と
なる場合があるため、⼿順を把握する

⽴替払い後の払い戻しは療養費の枠組みとなり、⾃⼰負担分を差し引いた額が返還される

※2026年3⽉時点の情報をもとに作成しています


